
基本理念
南海トラフ地震等の発生の可能性が高まる中、従来の対策を超える徹底した地震防災対策に迅速に取り組み、
府民の生命と財産を守る

１　地震等に強い
京都のまちづくり
を進める

減災目標
府域の概ね全ての住宅の耐震化、減災化住宅化を進めるとともに、公共施設等の耐震化等に取り組み、南海ト
ラフ地震及び直下型地震の死者を概ね４分の１に軽減する

減災目標達成のため
の重点的取組

(1)府民の生命と財産を守る　(2)災害対応体制を強化する　(3)地域力を高める　(4)京都らしさを守る

2　学校施設の耐震化を進める

1　危険地域の指定を進める

2　ハザード情報の一元化を進める

3　地域でハザード情報の共有を進める

3　医療・福祉施設の耐震化を進める

1　防災拠点施設の耐震化を進める

4　多数の人が集まる建物の耐震化を進める

5　二次災害を発生させる建物の耐震化を進める

6　中小規模の建物の耐震化を進める

7　安心・安全に係る社会資本を適正に維持・更新する

2　地震に強い急傾斜地、ため池等の整備を進める

2-3　学校で取り組む
（共助）

3　地震に強いライフライン施設の整備を進める

4　地震に強いその他のまちづくりを進める

1　道路、河川等の整備・耐震化を進める

２　地震等に強い
京都の人づくりを
進める

1　個人・家庭の防災意識を高める

2　減災に向けて個人（家庭）で行動する

5　津波に強い施設整備を進める

6　安心・安全に係る社会資本を適正に維持・更新する（再掲）

2-1　家庭で取り組む
（自助）

1-3　地震・津波に強い
基盤整備を進める

1　学校での防災教育を充実する

2　学校の危機管理体制を強化する

1　地域の「つながり」を高める

2　地域の防災意識を高める

3　減災に向けて地域で行動する

2　府民に対する教育・訓練を実施する

1　多様な視点で防災対策に取り組む

1 企業､ＮＰＯ､ボランティア団体等での人材育成を進め､行動
する

1　府民の防災意識を高めるための広報を行う
2-5　行政が支援する
（公助）

2-6　多様な視点で取り
組む

3-2　地震後の住まい再
建の最適化を図る

4-1　行政の危機対応組
織・体制の整備を図る

３　地震時の住ま
いの安全、地震後
の住まいの安心を
守る

1　住まいの耐震診断を進める

2　住まいの耐震化を進める

3　室内の安全対策を進める

3-1　住宅の安全対策を
進める

11　廃棄物処理を進める

2　被災者の生活対策を支援する

3　特別な配慮が必要な人への支援を行う

4　物資等の輸送、供給対策を行う

5　ＮＰＯ・ボランティアと連携する

6　公共インフラ被害の応急処置等を行う

6-1　京都のイメージを
守る

6-2　「京都文化」を守
る

６　京都らしさを
保った復旧・復興
を実現する

2-2　地域で取り組む
（互助・共助）

1　観光客等を保護する

2　観光産業を再興する

1　伝統・文化を守る

５　京都経済・活
力を維持し、迅速
な復旧・復興を実
現する

1　京都全体のBCPを進める

1　地域の活力を維持する

5-1　企業・大学の業務
継続を確立する

5-2　地域の業務継続を
確立する

7　建物、宅地等の応急危険度判定を行う

8　被害認定調査、罹災証明の発行を行う

9　災害後の仮住まいを確保する（再掲）

10　生活再建を支援する

1-2　重要構造物の耐震
化を進める

1-1　地域と連携したま
ちづくりを進める

2-4　組織で取り組む
（共助）

第三次戦略指針の体系図

4-2　災害後の府民生活
を守る活動の質を向上す

る

6　府民への広報活動を確立する

1　救助・救出活動の能力を向上させる

3　被害情報の収集を迅速に進める

4　災害情報の伝達体制を確立する

5　応援・受援体制を強化する

４　行政等の災害
対応対策の向上を
図る

1　災害対策本部の設置・運営を強化する

2　通信の手段を確保する

1　災害後の仮住まいを確保する

2　住まいの再建を支援する

3　火災予防対策を進める

政策目標 目標 施策項目 
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